
（
中
小
企
業
者
の
範
囲
）

第
一
条

特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二

条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
種
並
び
に
そ
の
業
種
ご
と
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
及
び

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

業

種

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額

常
時
使
用
す
る

従
業
員
の
数

一

ゴ
ム
製
品
製
造
業
（
自
動
車
又
は
航
空
機
用
タ
イ
ヤ

及
び
チ
ュ
ー
ブ
製
造
業
並
び
に
工
業
用
ベ
ル
ト
製
造

業
を
除
く
。）

三
億
円

九
百
人

二

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
又
は
情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業

三
億
円

三
百
人

三

旅
館
業

五
千
万
円

二
百
人

平成™›年˜—月š˜日 水曜日 (号外第™š�号)官 報

一

店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
取
引

二

法
第
二
条
第
八
項
第
十
号
に
掲
げ
る
行
為
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が

指
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）に
よ
る
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
所
に

上
場
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
取
引
（
当
該
有
価
証
券
が
特
定
上
場
有
価
証

券
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
定
投
資
家
等
の
み
を
当
事
者
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）

イ

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た
売
付
け
若
し
く
は
買
付
け
の
申
込
み
又
は
売
買
に
つ
い
て
そ
の

対
象
と
な
つ
た
有
価
証
券
の
種
類
、
銘
柄
、
価
格
そ
の
他
当
該
申
込
み
又
は
売
買
の
内
容
を
示
す
べ
き
事
項
と

し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
が
直
ち
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
こ
と
。

ロ

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
売
付
け
若
し
く
は
買
付
け
の
申
込
み
又
は
売
買
に
係
る
売
買
価

格
の
決
定
方
法
が
競
売
買
の
方
法
そ
の
他
多
数
の
者
の
参
加
の
下
に
価
格
の
形
成
が
行
わ
れ
る
方
法
と
し
て
内

閣
府
令
で
定
め
る
方
法
で
あ
る
こ
と
。

ハ

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
買
付
け
の
申
込
み
に
係
る
有
価
証
券
を
所
有
す
る
者
が
当
該
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
有
価
証
券
を
適
時
に
売
却
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

第
六
条
の
二
第
三
項
中
「
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
」
を「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
」

に
改
め
、「
取
引
に
よ
る
株
券
等
の
買
付
け
等
」
の
下
に「（
次
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
買
付
け
等

を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
と
す

る
。

第
七
条
第
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７

法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
株
券
等
の
買
付
け
等
は
、
次
に
掲
げ
る
株
券
等

の
買
付
け
等
と
す
る
。

一

前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
よ
る
株
券
等
の
買
付
け
等
で
あ
つ
て
株
券
等
の
買
付
け
等
の
後
に
お
け

る
株
券
等
買
付
者
（
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
所
有
に
係
る
株
券
等
の

株
券
等
所
有
割
合
が
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
株
券
等
の
買
付
け
等

二

株
券
等
買
付
者
が
行
う
株
券
等
の
取
得
（
株
券
等
の
買
付
け
等
及
び
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規

定
す
る
新
規
発
行
取
得
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
そ
の
特
別
関
係
者
（
同
条
第
七
項
第
二
号

に
規
定
す
る
特
別
関
係
者
を
い
う
。）が
行
う
株
券
等
の
取
得
を
株
券
等
買
付
者
が
行
う
株
券
等
の
取
得
と
み
な
し

て
同
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
株
券

等
の
取
得
と
し
て
行
わ
れ
る
株
券
等
の
買
付
け
等

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等
の
買
付
け
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し

た
同
項
に
規
定
す
る
株
券
等
の
買
付
け
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

政
令
第
二
百
七
十
一
号

特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五

十
五
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一

月
一
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

総
務
大
臣

樽
床

伸
二

財
務
大
臣

城
島

正
光

厚
生
労
働
大
臣

三
井

辨
雄

農
林
水
産
大
臣

郡
司

彰

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

環
境
大
臣

長
浜

博
行

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

政
令
第
二
百
七
十
二
号

特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五

十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
第
五
号
及
び
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。
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